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〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
七
十
四
号

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八
十

八
号
）
第
四
十
七
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
一
年
労
働

省
告
示
第
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
八
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

˜™
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第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一

趣
旨

こ
の
指
針
は
、
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律（
以
下「
労

働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。）第
二
十
四
条
の
三
並
び
に
第
三
章
第
一
節
及
び
第
二
節
の
規
定
に
よ
り
派
遣
元
事
業
主
が

講
ず
べ
き
措
置
に
関
し
て
、
そ
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
労
働
者
派
遣
法
第
二
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
派
遣
元
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
必
要
な
事

項
と
併
せ
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
派
遣

元
事
業
主
が
個
人
情
報
を
適
正
に
取
り
扱
う
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
関
す
る
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
も
定
め
た
も

の
で
あ
る
。

第
二
の
二
の
^

（
標
題
を
含
む
。）中
「
雇
用
契
約
」
を
「
労
働
契
約
」
に
改
め
る
。

第
二
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

派
遣
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
福
祉
の
増
進
等

^

有
期
雇
用
派
遣
労
働
者
等
の
期
間
を
定
め
な
い
で
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
へ
の
転
換
の
推
進

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
措
置

の
対
象
と
な
る
派
遣
労
働
者
又
は
派
遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
派
遣
労
働
者
等
」
と
い
う
。）に

対
し
、
労
働
契
約
の
締
結
及
び
更
新
、
賃
金
の
支
払
等
の
機
会
を
利
用
し
、
又
は
電
子
メ
ー
ル
を
活
用
す
る
こ

と
等
に
よ
り
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
期
間
を
定
め
な
い
で
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
た
め
の

措
置
の
派
遣
労
働
者
等
の
希
望
を
把
握
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

_

派
遣
先
の
労
働
者
と
の
均
衡
に
配
慮
し
た
取
扱
い

イ

派
遣
元
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三

十
条
の
二
第
一
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
派

遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
水
準
と
の
均
衡
を
考
慮
し
つ
つ
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務

と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
一
般
の
労
働
者
の
賃
金
水
準
又
は
当
該
派
遣
労
働
者
の
職
務
の
内
容
、
能
力
若

し
く
は
経
験
等
を
勘
案
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
元
事
業
主
は
、派
遣
労
働
者
の
職
務
の
成
果
、

意
欲
等
を
適
切
に
把
握
し
、
当
該
職
務
の
成
果
等
に
応
じ
た
適
切
な
賃
金
を
決
定
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

ロ

派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
賃
金
水
準

と
の
均
衡
を
考
慮
し
た
結
果
の
み
を
も
っ
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
賃
金
を
従
前
よ
り
引
き
下
げ
る
よ
う
な

取
扱
い
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
対
応
と
は
い
え
な
い
こ
と
。

ハ

派
遣
元
事
業
主
は
、
労
働
者
派
遣
法
第
三
十
条
の
二
第
二
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
労
働
者
派
遣
に
係
る
業

務
を
円
滑
に
遂
行
す
る
上
で
有
用
な
物
品
の
貸
与
や
教
育
訓
練
の
実
施
等
を
始
め
と
す
る
派
遣
労
働
者
の
福

利
厚
生
等
の
措
置
に
つ
い
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
の
従
事
す
る
業
務
と
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
派
遣
先
に

雇
用
さ
れ
る
労
働
者
の
福
利
厚
生
等
の
実
状
を
把
握
し
、
当
該
派
遣
先
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
と
の
均
衡
に

配
慮
し
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

`

派
遣
労
働
者
等
の
適
性
、
能
力
、
経
験
、
希
望
等
に
適
合
す
る
就
業
機
会
の
確
保
等

派
遣
元
事
業
主
は
、
派
遣
労
働
者
等
に
つ
い
て
、
当
該
派
遣
労
働
者
等
の
適
性
、
能
力
、
経
験
等
を
勘
案
し

て
、
最
も
適
合
し
た
就
業
の
機
会
の
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
就
業
す
る
期
間
及
び
日
、
就
業
時
間
、
就
業
場

所
、
派
遣
先
に
お
け
る
就
業
環
境
等
に
つ
い
て
当
該
派
遣
労
働
者
等
の
希
望
と
適
合
す
る
よ
う
な
就
業
機
会
を

確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
ま
た
、
派
遣
労
働
者
等
は
そ
の
有
す
る
知
識
、
技
術
、
経
験

等
を
活
か
し
て
就
業
機
会
を
得
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
派
遣
元
事
業
主
は
、
就
業
機
会
と
密
接
に
関
連
す
る
教

育
訓
練
の
機
会
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

第
二
の
十
の
^

の
イ
中
「
及
び
能
力
」
を
「
、
能
力
及
び
経
験
」
に
、「
派
遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
及
び
派
遣

労
働
者
（
以
下
「
派
遣
労
働
者
等
」
と
い
う
。）」
を
「
派
遣
労
働
者
等
」
に
改
め
、
同
^

の
ニ
中
「
第
三
十
五
条
」
を

「
第
三
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
十
の
`

中「（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）」を
削
る
。

第
二
の
十
一
の
^

中
「
派
遣
労
働
者
又
は
派
遣
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
」
を
「
派
遣
労
働
者
等
」
に
改
め
る
。

第
二
の
十
三
の
標
題
中
「
公
開
」
を
「
提
供
」
に
改
め
、
同
十
三
の
本
文
中
「
、
派
遣
料
金
の
額
、
派
遣
労
働
者
の

賃
金
の
額
、
教
育
訓
練
そ
の
他
事
業
運
営
の
状
況
」
を
「
、
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
か
ら
派
遣
労

働
者
の
賃
金
の
額
の
平
均
額
を
控
除
し
た
額
を
当
該
労
働
者
派
遣
に
関
す
る
料
金
の
額
の
平
均
額
で
除
し
て
得
た
割

合
、
教
育
訓
練
に
関
す
る
事
項
等
」
に
、「
公
開
」
を
「
事
業
所
へ
の
書
類
の
備
付
け
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
提
供
」
に
改
め
る
。
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